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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１２月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年２月１７日（日） １８時３０分ごろ 

発生場所 静岡県御前崎市御前崎港 

 御前崎港防波堤Ｃ灯台から真方位３２８°２５ｍ付近 

（概位 北緯３４°３６.９′ 東経１３８°１３.３′） 

事故調査の経過  平成２５年２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 第八栄
えい

福
ふく

丸、７.３トン 

 ＳＯ２－４６３７（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９７ｍ（Lr）×３.４７ｍ×１.１５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４２６.５９kＷ、平成５年１月 

 第２４２－１８４１５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年１０月１７日 

  免許証交付日 平成２２年１２月８日 

         （平成２８年２月１０日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者Ａ） 

軽傷 ３人（船長、同乗者Ｂ、同乗者Ｃ） 

 損傷 球状船首の圧損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａ、同乗者Ｂ及び同乗者Ｃ

を乗せ、平成２５年２月１７日１８時００分ごろ船首約０.５ｍ、船

尾約１.５ｍの喫水により、御前崎港の漁船船だまりを出発し、船長

が、操縦席で立って操船を行い、同港内で灯台等の灯火の下に集まる

魚群を探していた。 

御前崎港内には、御前崎港防波堤Ｃ灯台の西側に灯浮標（以下「本

件灯浮標」という。）が設置されていた。 

本船は、御前崎港防波堤Ｂの西方を速力約１１ノットで南南西進

中、船長が、操縦席の左舷側の窓を開け、顔を出して海面付近の魚群

を探したが、見付からなかったので、船首方を向いて航行を続けてい

たところ、進路を定める際の目標としていた本件灯浮標の灯火が視認
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できず、１８時３０分ごろ御前崎港防波堤Ｃ灯台付近の消波ブロック

に乗り揚げた。 

船長は、クラッチを後進に入れて離礁を試みたが、船体が動かなか

ったので、僚船に電話で救助を要請した。 

 船長及び同乗者は、来援した僚船によって救助された後、病院に搬

送され、同乗者Ａが腰骨骨折、船長が左瞼
まぶた

切傷、同乗者Ｂが左肩捻

挫及び同乗者Ｃが右肩打撲と診断された。 

 本船は、僚船によって引き出され、御前崎港の漁船船だまりにえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

 本船は、漁船登録をされていたが、本事故当時、漁業操業ではな

く、親族を乗せて釣りのために運航していた。 

 船長は、本事故当日、早朝から本船で漁業を行っており、１７時 

３０分ごろ帰り、その後、親族を乗せて出発したため、疲れを感じて

おり、体調も余り優れなかった。  

船長は、本事故海域を航行した経験は豊富であり、ふだん、夜間に

航行するときは、本件灯浮標の灯光を目標にし、本件灯浮標の西側を

航行していた。 

船長は、レーダーを使用していなかった。 

 本件灯浮標は、本事故当時、１月末に船が衝突して灯器が脱落した

ため、仮設の灯器がふだんより低い位置に設置されており、灯器には

上から緑色のフィルムを貼り付けてガムテープで固定されていた。 

本件灯浮標は、灯質が４秒１閃光、実効光度が４カンデラ、光達距

離が約２.７km及び灯色は黄色であった。 

 御前崎港管理事務所は、仮設灯器の設置の際、付近を航行する船舶

等の関係者に対し、その事実を口頭で周知していた。 

 漁業協同組合によれば、本件灯浮標の灯光は、本事故の以前から見

えにくいという声が複数の組合員から寄せられていた。 

 灯火の販売会社によれば、仮設の灯器は、上から緑色のフィルムを

貼り付けていても明るさは十分であるが、ふだんより灯高が低くなっ

ていたため、視認しにくい場合があるということであった。  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、御前崎港の防波堤Ｂの西方を南南西進中、船長が、夜間航

行時の進路を定める際の目標としていた本件灯浮標の灯光を視認でき

なかったことから、御前崎港防波堤Ｃ灯台付近の消波ブロックに向け

て航行することとなり、消波ブロックに乗り揚げたものと考えられ
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る。 

船長は、ふだん、夜間に本事故海域を航行するときは、本件灯浮標

の灯光を目標にし、本件灯浮標の西側を航行していたが、本事故当

時、本件灯浮標の灯光を視認できなかったので、西側を航行できなか

ったものと考えられる。 

 船長は、仮設の灯器がふだんより低い位置に設置され、視認しにく

い状況にあったことから、灯光を視認できなかった可能性があると考

えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、御前崎港の防波堤Ｂの西方を南南西進

中、船長が夜間航行時の進路を定める際の目標としていた本件灯浮標

の灯光を視認できなかったため、御前崎港防波堤Ｃ灯台付近の消波ブ

ロックに向けて航行することとなり、消波ブロックに乗り揚げたこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・夜間航行時は、慣れた海域を航行する場合であっても、レーダー

を有効に活用するなどして見張りを適切に行い、十分に注意して

航行すること。 

 


